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令和４年度 厚生労働省科学研究費補助金 

治療と仕事を両立する患者に対する継続的な支援の実態と方策の検討 

支援者視点の客観的な調査: 就業配慮の変更に関する産業医側からの調査 

研究代表者 永田 昌子 （産業医科大学 医学部 両立支援科学 准教授） 

研究分担者 立石 清一郎（産業医科大学産業生態科学研究所災害産業保健センター教授） 

研究分担者 高橋 都   （岩手医科大学 医歯薬総合研究所 客員教授） 

研究要旨： 

患者の治療と就労の両立をしていくなかで、患者側の要因（病状や治療など）や職場側

の要因（仕事内容など）は変化する。それらの変化に応じ治療と就労の両立を継続的に支

援していくことが求められている。 

がん患者は、治療を続けながら就労を継続するなかで、治療に伴う倦怠感や疲弊 1)、痛

みなどの身体的問題、集中力や記憶力の低下 2)などの認知的問題を抱えることがあると報

告されている。それらの変化に応じ業務を遂行する能力の変化があった場合は、職場での

配慮の変更など継続的な支援が必須である。支援は当事者である患者（以下、当事者）が

自身の状態を説明し再開されるが、支援を申出やすい環境が整っていない可能性がある。

また、当事者からの支援の申出がなくても、最初の支援で関わった支援者が当事者の状態

に関する情報を入手し、支援が必要な状態を把握し、支援を申出るよう当事者に促すこと

も出来るが、そのような働きかけが出来る条件が揃っていない可能性がある。 

職場での配慮の継続や変更と支援の方法の実態について明らかにすることを目的とし、

支援者視点かつ客観的データとして、身体疾患を持つ労働者に対する配慮の変更に着目し、

産業医を対象に事例収集調査を実施した。 

産業医部会の協力を得て、産業医部会員に郵送にて事例収集調査の協力を募った。郵送

は 2023年 1月と 3月に実施した。WEBシステムを用いて WEB 上での入力を依頼した。収集

した情報は、事例の性別、年代、疾病名、休職期間、労働者の作業内容、職場復帰直後の

就業上の配慮と就業上の配慮の変更の有無、変更の時期、変更の契機、職場での支援方法

であった。 

2023年 3月時点で 80事例の目標には届かず 60事例の収集となった。次年度も引き続き

症例を募集する必要がある。現時点での集計として、配慮の見直しの契機は、「就業上の配

慮を要する期間をあらかじめ定めておいて、その前に面談等にて状況を確認」したことで

あり、配慮の実施後半年以内に 7 割以上の配慮の変更がなされていたことを考えると、企

業側の産業保健スタッフに求められることとして復職時の配慮の実施期限は半年を目途に

し、見直しを求めることが適切かもしれない。 

現時点で、産業医からの配慮の見直しのパターンは 5 パターンに分類出来たが、事例収

集を重ね再度分類を検討する必要がある。 
研究協力者  

原田 有理沙  （産業医科大学 医学部 両立支援科学 助教）  
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Ａ．目的 

2016 年に「事業場における治療と仕事の

両立支援のためのガイドライン」（以下、ガ

イドライン）の公表、2020 年には診療報酬

が改訂され、療養・就労両立支援指導料が加

算できるようになり、わが国における治療

と仕事の両立支援の取り組みへの関心が高

まった。しかし、まだ、十分普及していると

はいえない。ガイドラインにフォローアッ

プの必要性が言及されているものの、継続

的な支援の実態や支援再開の具体的な契機

については明らかではない。がん患者は、治

療を受けながら就労を継続するなかで、治

療に伴う倦怠感や疲弊、痛みなどの身体的

問題、集中力や記憶力の低下などの認知的

問題を抱えることがあると報告されている。

それらの変化に応じ業務を遂行する能力の

変化があった場合は、職場での配慮の変更

など継続な支援が必須である。職場での配

慮の継続や変更の実態とその方法は明らか

ではない。本研究の目的は、身体疾患を持つ

労働者に対する配慮の変更に着目した事例

を収集し、職場での配慮の継続や変更と支

援の方法の実態について明らかにすること

である。 

 

Ｂ．方法 
本研究は事例を収集することを主な目的

とした侵襲を伴わない観察研究である。 
研究の具体的方法は、日本産業衛生学会

産業医部会員を中心に事例を収集した。80
事例を目標にし、日本産業衛生学会産業医

部会員に郵送とメールにて事例収集調査の

協力を募った。郵送は 2023 年 1 月と 3 月に

実施した。がんと難病、心疾患など身体疾患

を持つ労働者に対する職場での支援事例を

収集した。WEB システムを用いて WEB 上

での入力を依頼した。収集する情報は、事例

の性別、年代、疾病名、休職期間、労働者の

作業内容、職場復帰直後の就業上の配慮と

就業上の配慮の変更の有無、変更の時期、変

更の契機、職場での支援方法とした。 
研究参加者に対し、事例収集に回答するこ

とについて依頼文書を以て事業場に説明と

承認をもらうように依頼した。 
(倫理面への配慮) 
本研究は、産業医科大学倫理審査委員会

の承認を得て実施した。 
 

Ｃ．結果 

2023年 3月時点で、60例の事例を収集し

た。 

集まった事例の詳細を別表に示す。年代

は、50代が最も多く 40％を占め、性別は男

性が多く 76.7％であった。雇用形態は正社

員が 91.7％を占めた。職種は、専門的技術

的職業ならびに生産工程の職業がそれぞれ

28.3％を占めた。休職期間は 1カ月以上～3

カ月未満が 40％であった。複数選択可能で

選択してもらった休業前に行っていた作業

は、PC作業が 40％を超え、事務作業 38.3%、

注意力の必要な作業と大きく体を使う作業、

身体への負荷が大きい作業が 35.0％を英 m

瀬田。対人サービスや顧客とのコミュニケ

ーションを伴う作業と複数のことを同時に

行う作業、暑熱または寒冷な場所での作業

が 25.0％と続いた。 
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罹患していた病気は、悪性腫瘍が 17 名、

脳疾患 8 名、心疾患 8 名、骨折など整形疾

患 8名、炎症性腸疾患 5名などであった。 

復職当初の転帰は一定の制限のもと、元

の業務に従事した事例が 60.0 ％、配置転換

をした事例が 25.0％を占めた。最初に職場

で実施した就業上の配慮は、時間外労働の

減免が 40例と最も多く、複雑な作業や身体

的負荷の高い作業の免除 21例と続いた。 

配慮の見直しの時期は 1 カ月後 13 事例、

2-3か月後 15事例、4－6カ月後が 9例であ

った。配慮の実施後半年以内に 7 割以上の

配慮の変更がなされていたことになる。ま

た、配慮の見直しの契機は、「就業上の配慮

を要する期間をあらかじめ定めておいて、

その前に面談等にて状況を確認」するタイ

ミングが最も多く、約半数を占めた。 

配慮の見直しの詳細から、以下の５パタ

ーンに分類することが出来た。 

① 軽減による配慮の解除 

② 復帰後の勤務実態や仕事ぶりに合わ

せた配慮 

③ 症状増悪もしくは新たな症状の出現

による配慮の追加 

④ 職場側の変更による配慮の変更 

⑤ リスクが下がったことを確認し配慮

の解除 

 

Ｄ．考察 

 2023 年 3 月時点で 80 事例の目標には届

かず 60事例の収集となった。次年度も引き

続き症例を募集する必要がある。現時点で

の集計として、配慮の見直しの契機は、「就

業上の配慮を要する期間をあらかじめ定め

ておいて、その前に面談等にて状況を確認」

したことであり、配慮の実施後半年以内に 7

割以上の配慮の変更がなされていたことを

考えると、企業側の産業保健スタッフに求

められることとして復職時の配慮の実施期

限は半年を目途にし、見直しを求めること

が適切かもしれない。 

 現時点で、産業医からの配慮の見直しの

パターンは 5 パターンに分類出来たが、事

例収集を重ね再度分類を検討する必要があ

る。 

 

Ｅ．結論 

職場での配慮の継続や変更と支援の方法

の実態について身体疾患を持つ労働者に対

する配慮の変更に着目した事例を収集を実

施した。目標事例まで事例収集を重ね、配慮

の見直しの契機や時期、理由を分類する予

定である。 

 

Ｆ．引用・参考文献 

なし 

 

Ｇ．学会発表 

なし 

 

Ｈ．論文業績 

なし 

 

I．知的財産権の出願・登録状況： 

1. 特許取得 

 なし 

2. 実用新案登録 
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 なし 

3.その他 

 なし 
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